
2008 年度 法と社会２「法とメディア」 

【第 13 回 設問】 
 

Ｘは、Ｍ社が開発し、一般市場に売り出しているパッケージソフト（以下「本件ソフ

ト」という）を、小売店を通じて購入した。そのソフトは、Ｗｉｎｄｏｗｓ系のＯＳで

のみ動くものであった。 

 Ｘは、コンピュータに関する技術に精通しているうえ、プログラミングをするについ

て必要な機材やソフトを所有している。 

 Ｘは、本件ソフトを、自分が自宅で所有し使用しているパソコン３台のすべてにイン

ストールしたいと考えたが、３台のうち２台のＯＳはＷｉｎｄｏｗｓ系であったため、

問題なくインストールできたものの、あとの１台はＭａｃＯＳであったため、自分でコ

ードを解析して、ＭａｃＯＳ上でも動くように作り替えてインストールした。 

 Ｘは、しばらく本件ソフトを使用していたが、Ａから借金をする際、何か担保はない

かと言われたので、本件ソフトを担保として提供した。プログラムを格納したオリジナ

ルのＣＤ－ＲＯＭやマニュアルをパッケージに入れて、買ってきたときと同様の状態に

してＡに引き渡した。とりあえず、Ａに譲渡することとし、借金を返済したら返しても

らうという約束にした。 

 Ｘは、所有パソコンから本件ソフトを削除せずに、本件ソフトを以後も使い続けた。

一方、Ａは、Ｘから受け取ったパッケージについては、貸金が返済されるときには、引

き換えにＸに返還するつもりだったので、特に利用することなく、そのまま保管してい

た。 

  

＜問題＞ 

１ Ｘがプログラムを書き換えたことについて、著作権法上の問題点を説明してください。 

 

２ Ｘが本件ソフトを譲渡担保に供したことについて、著作権法上の問題点を説明してく

ださい。 

 

３ 譲渡担保に供したのではなく、友人Ａにオリジナルのパッケージを貸し渡して、実際

に使用させた場合はどうなるのかについて著作権法上の問題点を説明してください。 

 

４ パソコンで医学用語を検索できる医学大辞典を買ったところ、ＣＤ-ＲＯＭ本体のパッ

ケージとは別に、使い方を記載した冊子が梱包されており、その表紙の裏面に、別紙の

ような内容が印刷されていました。この場合、契約はいつ、どのようにして成立するの

でしょうか、また、上記１から３の問題については、どのように考えるべきかについて

検討してください。 
 



2008 年度 法と社会２「法とメディア」 

 


